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サービス産業動向調査における民間競争入札実施要項 

  

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」とい

う。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享

受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施につい

て、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民の

ため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。 

上記を踏まえ、総務省は、公共サービス改革基本方針（平成 27 年７月 10 日改定（閣議決定））

別表において民間競争入札の対象として選定されたサービス産業動向調査事業について、公共サ

ービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項（以下｢実施要項｣という。）を定めるもの

とする。 

  

１ サービス産業動向調査の概要 

サービス産業の生産・雇用等の状況を把握し、ＧＤＰの四半期別速報（ＱＥ）を始めとする

各種経済指標の精度向上等に資することを目的として、平成20年７月から毎月実施している。 

なお、平成25年１月調査から、月次調査に加え、年次で都道府県別の事業活動を把握するた

めの拡大調査を新たに実施している。 

 

（１）調査の対象 

  日本標準産業分類に掲げる以下の大分類が調査対象である。 

・「Ｇ 情報通信業」 

・「Ｈ 運輸業，郵便業」 

・「Ｋ 不動産業，物品賃貸業」 

・「Ｌ 学術研究，専門・技術サービス業」 

（中分類「71 学術・開発研究機関」及び細分類「7282 純粋持株会社」を除く。） 

・「Ｍ 宿泊業，飲食サービス業」 

・「Ｎ 生活関連サービス業，娯楽業」 

 （小分類「792 家事サービス業」を除く。） 

・「Ｏ 教育，学習支援業」 

 （中分類「81 学校教育」を除く。） 

・「Ｐ 医療,福祉」 

 （小分類「841 保健所」、「851 社会保険事業団体」及び「852 福祉事務所」を除く。） 

・「Ｒ サービス業（他に分類されないもの）」 

 （中分類「93 政治・経済・文化団体」、「94 宗教」及び「96 外国公務」を除く。） 

 

※中分類ごとに設けられている小分類「管理，補助的経済活動を行う事業所」に属する事

業所を除く。 

 

なお、「企業」とは、事業活動を行う法人（外国の会社を除く。）及び個人経営の事業所をい

う。また、「企業等」とは、企業と、国・地方公共団体が運営する公営企業等をいう。個人経

営であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの企

業等とする。 

 

① 企業等（悉皆により調査の対象とするもの（全数調査）） 

（ア）小分類「371 固定電気通信業」、同「372 移動電気通信業」、同「381 公共放送業（有線

放送業を除く）。」、中分類「42 鉄道業」、同「46 航空運輸業」又は同「49 郵便業（信書
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便事業を含む）。」等の事業所の抽出による調査がなじまない事業活動を行う企業等を継

続的に調査の対象とする。 

（イ）（ア）以外の産業に属し、資本金・出資金・基金（以下「資本金等」という。）が１億

円以上の会社企業を、継続的に調査の対象とする。 

 

② 事業所（悉皆又は標本抽出により調査の対象とするもの） 

①（ア）以外の産業に属し、①（ア）又は（イ）に該当する企業等に属さない事業所に対

して、産業、事業従事者規模別層化抽出により標本抽出する。また、事業所を標本抽出する

場合、一定規模以上の層を悉皆層とする。 

標本抽出された調査対象事業所は、調査結果の安定性及び前年同月比結果等の精度向上を

図る観点から、原則として２年間継続して調査し、２年に１度交代する。なお、悉皆層につ

いては、交代を行わず、継続的に調査の対象とする。 

 

（２）調査の規模 

① 企業等 

毎月実施する月次調査の調査客体数約 1.3 万企業等（年間売上高（収入額）等を調査する

拡大調査（年に一度、原則６月に実施）では、「Ｇ 情報通信業」を除く約 0.95 万企業等を

調査する。） 

② 事業所 

毎月実施する月次調査の調査客体数約 2.6 万事業所（拡大調査では、「Ｇ 情報通信業」を

除く約6.7万事業所（月次調査の約2.4万事業所（「Ｇ 情報通信業」約0.2万事業所を除く。）

を含む。）を調査する。） 

 

              月次調査及び拡大調査の調査客体数 

 調査対象*1 事業従事者規模 調査方法*2 
調査企業等数・

調査事業所数 

月次調査 

悉 皆 層 
企 業 等  オンライン調査 

又は 

郵 送 調 査 

約 13,000 

事 業 所 一定規模以上 約 4,500 

標 本 層 事 業 所

10 人以上 約 10,000 

10 人未満 

オンライン調査 

又は 

郵 送 調 査 * 3 
約 11,500 

拡大調査 

（原則６月）*4 

悉 皆 層 
企 業 等  オンライン調査 

又は 

郵 送 調 査 

約 9,500  

事 業 所 一定規模以上 約 4,000 

標 本 層 事 業 所

10 人以上 約 29,000 

10 人未満 

オンライン調査 

又は 

郵 送 調 査 * 3 
約 34,000 

*1 調査対象の詳細は、（１）①及び②を参照 

*2 調査方法の詳細は、（５）①を参照 

*3 未回収の調査票については、年４回、調査員が回収（２（１）③（キ）を参照） 

*4 「Ｇ 情報通信業」については、拡大調査を行わない。 

 

 

 

   参考表 月次調査及び拡大調査の都道府県別調査事業所（事業従事者数 10 人未満）の標本数（実績） 

 
* 上表の都道府県別の標本数は平成 27年の実績。より詳細な分布状況は、別紙６参照のこと。 

都道府県
月次調査
標本数

拡大調査
標本数

都道府県
月次調査
標本数

拡大調査
標本数

都道府県
月次調査
標本数

拡大調査
標本数

都道府県
月次調査
標本数

拡大調査
標本数

都道府県
月次調査
標本数

拡大調査
標本数

北海道　 850 1,786 埼玉県　 519 1,495  岐阜県　 169 563 鳥取県　 82 262 佐賀県　 109 317
青森県　 206 455 千葉県　 389 1,142 静岡県　 317 1,003 島根県　 102 296 長崎県　 144 445
岩手県　 174 427 東京都　 1,542 4,427 愛知県　 550 1,801 岡山県　 156 494 熊本県　 161 504
宮城県　 285 641 神奈川県 597 1,873 三重県　 140 490 広島県　 268 840 大分県　 138 392
秋田県　 156 376 新潟県　 188 647 滋賀県　 103 366 山口県　 126 420 宮崎県　 126 373
山形県　 147 394 富山県　 110 362 京都府　 218 676 徳島県　 105 330 鹿児島県 197 545
福島県　 233 575 石川県　 112 374 大阪府　 860 2,683 香川県　 104 365 沖縄県　 187 498

茨城県　 270 697 福井県　 101 314 兵庫県　 442 1,416 愛媛県　 154 490
栃木県　 192 530 山梨県　 103 323 奈良県　 103 327 高知県　 105 327
群馬県　 187 537 長野県　 204 653 和歌山県 113 356 福岡県　 451 1,344

合計 12,295 35,951
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（３）調査の期日及び調査票の提出期限 

① 調査の期日 

毎月実施する月次調査については、月を単位とする売上高は月間、事業従事者数は月末に

最も近い営業日時点とする。また、原則として６月の調査と併せて行われる拡大調査につい

ては、年を単位とする売上高（収入額）は原則暦年、事業従事者数は６月末に最も近い営業

日とする。 

 

② 調査票の提出期限 

月次調査については、原則、調査月の翌月の 20 日とする。拡大調査については、原則、

７月末日とする。 

 

（４）調査の事項 

調査開始１か月目については、調査客体の種類（企業等、事業所の２種類。以下同様。）に

応じて「１か月目用調査票」を用いて調査を実施する。調査の２か月目以降については、調

査客体の種類に応じて「月次調査票」を用いて調査を実施する。 

また、６月については、月次調査票に加え、調査客体の種類に応じて「拡大調査票」を用

いて調査を実施する。 

なお、調査票の種類別の事項は、以下のとおり。 

 

  ＜企業等＞ 

① １か月目用調査票（企業等用） 

事業従事者数及び内訳〔調査月及び前月〕、月間売上高（収入額）及び事業活動別内訳  

〔調査月及び前月〕 

② 月次調査票（企業等用） 

事業従事者数及び内訳〔調査月〕、月間売上高（収入額）及び事業活動別内訳〔調査月〕 

③ 拡大調査票（企業等用）（年１回） 

経営組織及び資本金等の額、売上高（収入額）の計上期間、年間売上高（収入額）等及

び事業活動別都道府県別内訳、事業活動別事業従事者数及び内訳 

 

  ＜事業所＞ 

④ １か月目用調査票（事業所用） 

事業所の主な事業の種類、事業従事者数及び内訳〔調査月及び前月〕、月間売上高（収

入額）〔調査月及び前月〕 

⑤ 月次調査票（事業所用） 

事業従事者数及び内訳〔調査月〕、月間売上高（収入額）〔調査月〕 

⑥ 拡大調査票（事業所用）（年１回） 

経営組織及び資本金等の額、事業所の主な事業の種類、売上高（収入額）の計上期間、

年間売上高（収入額）等、事業従事者数及び内訳 

 

（５）調査の方法等 

 ① 調査の方法 

  調査の方法は、下記（ア）又は（イ）の調査方法による。また、平成 28 年より調査を継続

する客体については、平成 28 年と同様の方法による（客体が変更を希望した場合はこの限り

ではない）。 

ただし、調査票が未回収である事業従事者数 10 人未満の事業所については、「調査事業所

一覧」（２（１）③（キ）(c)参照）に基づき、調査事業所を直接訪問し、効率的、効果的な
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回収を行う（拡大調査票も含む。）。（以下、事業従事者数 10 人未満の事業所について、未回

収の調査票を直接訪問し、回収する者のことを「調査員」という。） 

 

（ア）郵送調査 

原則、調査票の配布は郵送で実施する。前月に下記（イ）の方法により報告・回収があ

った場合は（イ）の方法により調査する。 
（イ）オンライン調査 

調査開始１か月目は、上記（ア）の調査票配布と同時に、「オンライン使用ガイド」及び

「オンライン調査用ログイン情報」（オンライン調査用ＩＤ及びパスワード等）を配布する

ことで、調査企業等又は調査事業所は常時、オンラインによる報告ができるようにする（拡

大調査のみ対象となる調査企業等又は調査事業所へは毎年配布する）。オンライン調査によ

る調査票の報告・回収がない場合は、原則、上記（ア）の方法により回収するものとする。

また、調査企業等又は調査事業所が「オンライン調査用ログイン情報」の再発行等を求め

た場合、これに応じること。 

また、毎年１月に、オンライン調査によらない客体を対象として、「オンライン使用ガイ

ド」及び「オンライン調査用ログイン情報」を配布する。 

なお、平成 28 年より調査を継続する客体でオンライン調査を実施している客体について  

は、調査開始１か月目の「オンライン使用ガイド」及び「オンライン調査用ログイン情報」

（オンライン調査用ＩＤ及びパスワード等）の配布は必要ない。 

 
※オンライン調査は、政府統計共同利用システム（以下「オンライン調査システム」という。オンライン調査システ

ムの利用に係るパーソナルコンピュータ（ＰＣ）の動作環境については、別紙４参照）により実施する。オンライン

調査システムに接続するために必要な機材及び通信費は、民間事業者（受託者）及び報告者が負担する。 

 

 ② 報告の方法 

報告は、調査企業等については企業等の代表者又はそれに代わる者が、調査事業所につい

ては事業所の事業主又はそれに代わる者が、企業等又は事業所の状況を回答する方法により

行う。ここで代表者（事業所の事業主）に代わる者とは、調査企業等（調査事業所）の経理

担当者など企業等の代表者（事業所の事業主）に代わって回答できる者をいう。なお、調査

票の郵送は報告を行う者が所在する事業所に配布する。 

 

２ サービス産業動向調査に係る委託業務の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき質 

（１）サービス産業動向調査に係る委託業務の詳細な内容 

  委託業務は、サービス産業動向調査における実査準備（調査企業等・事業所名簿等の整備、

調査関係書類・用品の作成）、実査（調査協力依頼はがきの郵送、調査協力依頼及び所在地

等の確認、調査関係書類・用品の配布、調査客体からの照会対応、調査票の回収、調査方法

の変更、廃業企業等の報告、廃業事業所の報告及び代替事業所の選定、調査客体への調査終

了の通知、督促等の業務）、審査（調査票の検査、調査票の電子データ作成等、疑義照会、

被調査確認等、調査員の管理・監督、情報セキュリティ管理、業務の引継ぎ）に係る業務で

ある。 

① 業務の期間 

 平成 28 年８月（契約締結後）から平成 31 年３月 31 日まで（平成 29 年１月調査から平成

30 年 12 月調査）とする。 

② 総務省からの貸与物件 

 貸与物件は以下のとおりとする。当該貸与物件は、本事業のみに用いることとし、作業終

了後は、速やかに総務省に返却する。 

なお、物件の貸与は、契約締結後に適宜行う。 
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（ア）調査関係書類（別紙５－７参照） 

（イ）「企業等名簿データ」及び「事業所名簿データ」（③（ア）参照） 

（ウ）「代替事業所名簿データ」（③（コ）参照） 

※標本層の調査事業所が廃業した等の場合に代替する事業所の名簿データのこと 

（エ）ワンタイムパスワードトークン（認証用機器） 

※オンライン調査システムを利用して行うが、当該システムにログインする際に必要と

なるワンタイムパスワード（認証のために１回しか使えない「使い捨てパスワード」

のこと）を生成する機器である。 

（オ）オンライン調査システムの調査対象者ＩＤと確認コード（ログイン用パスワード） 

※上記（エ）と同様、オンライン調査システムにログインする際に必要となるＩＤとパ

スワードで、上記（イ）の情報に含まれている。 

（カ）データ項目定義書（オンライン調査システムの仕様書） 

（キ）調査票の返信先が総務省となることから、調査票受付事務に必要となる設備（机、電

話）及び場所 

 

③ 業務の内容 

 この実施要項に基づき委託業務を実施する事業者（以下「民間事業者」という。）が実施

する業務は以下のとおりであるが、ここに示す業務内容は最低限の要求事項であり、各業務

について適切かつ確実に行う工夫を求めるとともに、より良質かつ低廉なサービスを実現す

る観点から、民間事業者の創意工夫を求める（業務実施の具体的な方法については、企画書

（５（２）③参照）に記載する。）。 

 また、民間事業者は、適宜、総務省と連携を図り、円滑かつ確実な業務実施に努める。 

 

（ア）調査する企業等及び事業所の名簿データ等の整備（実施時期：契約締結後から順次） 

(a) 「企業等名簿データ」及び「事業所名簿データ」の更新 

民間事業者は、総務省が貸与する「企業等名簿データ」及び「事業所名簿データ」に

掲載されている調査企業等及び調査事業所について、インターネット等により、企業等

及び事業所の名称、所在地等を確認するなど、調査企業等及び調査事業所の最新の状況

の把握に努め、「企業等名簿データ」及び「事業所名簿データ」の更新を行い、名簿デー

タ間等の必要な同期をとる。また、疑義照会により判明した状況や、総務省の指示によ

る情報の更新も行う。 

なお、貸与する名簿データ及び内容等は以下のとおり。 

 

貸与名簿 
悉皆・ 

標本の別 

調査 

対象数 
調査期間 名簿の内容等 

企業等名簿データ 

（月次調査） 

悉皆 約 1.3 万  原則、平成 28 年企業等調査から継承する名簿（3,500 件程度の新規

企業等は重点的な整備が必要）。 

事業所名簿データ 

（月次調査） 

悉皆 約 0.45万 平成 29 年１月 

～平成 30 年 12 月

原則、平成 28 年事業所調査から継承する名簿（1,000 件程度の新規

事業所は重点的な整備が必要）。 

 標本 約 2.15万  26 年経済センサス‐基礎調査の結果から作成した名簿であり、重点

的な整備が必要 

企業等名簿データ 

（平成 29 年・30 年拡大調査） 

悉皆 約 0.95万  原則、平成 29 年及び 30 年調査中の企業等名簿データ（月次調査）

から継承する名簿。 

事業所名簿データ 

（平成 29 年・30 年拡大調査） 

悉皆 約 0.4 万 平成 29 年６月 

及び 

原則、平成 29 年及び 30 年調査中の事業所名簿データ（月次調査）

から継承する名簿。 

 標本 約 2.0 万 平成 30 年６月 原則、平成 29 年及び 30 年調査中の事業所名簿データ（月次調査）

から継承する名簿。 

 標本 約 4.3 万  平成 26 年経済センサス‐基礎調査の結果から作成した名簿で、重点

的な整備が必要 

 

(b) 調査企業等及び事業所の管理ファイルの作成 

民間事業者は、調査実施状況を把握するために、「企業等名簿データ」（又は「事業所

名簿データ」）（上記(a)を参照）の各々を基に、調査票の配布先、調査企業等（又は調査

事業所）の状況、回収状況等の最新の情報を記録する「企業等管理ファイル」（又は「事
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業所管理ファイル」）（別紙５－４参照）を作成し、総務省が示す項目について、最新の

情報を記録する。 

また、総務省から「企業等名簿データ」（又は「事業所名簿データ」）の更新に伴い、

再貸与があった場合は、「企業等管理ファイル」（又は「事業所管理ファイル」）に更新内

容を反映させる。 

なお、平成 29 年 1 月調査から平成 30 年 12 月調査までの「企業等管理ファイル」（又

は「事業所管理ファイル」）にある調査企業等（又は調査事業所）に係る最新情報は実施

する拡大調査の「企業等管理ファイル」（又は「事業所管理ファイル」）に反映し、管理

ファイル間等の必要な同期をとる。 

作成する「企業等管理ファイル」及び「事業所管理ファイル」は以下のとおり。 

      

・ 平成29年１月調査から平成30年12月調査までの「企業等管理ファイル（月次調査）」 

・ 平成29年１月調査から平成30年12月調査までの「事業所管理ファイル（月次調査）」 

・ 平成 29 年６月に行う拡大調査の「企業等管理ファイル（拡大調査）」 

・ 平成 29 年６月に行う拡大調査の「事業所管理ファイル（拡大調査）」 
・ 平成 30 年６月に行う拡大調査の「企業等管理ファイル（拡大調査）」 
・ 平成 30 年６月に行う拡大調査の「事業所管理ファイル（拡大調査）」 

 

（イ）調査関係書類・用品の作成（実施時期：契約締結後から順次） 

(a) 総務省が貸与する調査関係書類（別紙５－７参照）に基づき、調査票等の調査関係書

類・用品の作成及び印刷を行う。 

(b) 印刷部数（下表参照）は、総務省が提示する調査客体数を基数とする。 

ただし、調査関係書類・用品の発送後、住所変更が判明した場合や、調査客体の調査

票の紛失等により調査票等の再送付を行う場合があるが、その分を見込んで印刷を行う。 

 

 調査対象 配布数 再配布数（見込み） 

月次調査 
企業等 約 13,000 約 2,000／月 

事業所 約 26,000 約 4,000／月 

拡大調査 
企業等 約 9,500 約 1,500／年 

事業所* 約 67,000 約 10,000／年 

 

(c) 作成に当たっての注意事項 

・ 事前に総務省と協議の上、印刷外観の仕様（紙質、色など）を提示し、総務省に了

承を得る。 

・ 調査票については、総務省の指示に従い、総務省が貸与する名簿データ（（ア）(a)

参照）に基づく調査企業等又は調査事業所の名称、所在地、産業等をあらかじめ印字

（プレプリント）する。なお、名簿データに更新があった場合は最新の名簿データの

情報を印字する。 

・ 調査関係書類・用品については、契約期間中に様式を一部変更する場合があり得る

ので、数か月分をまとめて印刷する場合は、事前に総務省に確認する。 

・ 民間事業者は、調査関係書類・用品の様式等を変更する場合は、事前に総務省の了

承を得ること。また、民間事業者が独自に必要と考える調査用品等がある場合には、

総務省と協議を行い、了承を得た上で作成・使用する。なお、民間事業者が独自に必

要と考える調査用品等の作成に当たっては、調査票の提出率及びオンライン調査での

回収率を高めることに留意することが望ましい。 

・ 調査企業等又は調査事業所がオンライン調査システムにログインする際に必要であ

る調査対象者ＩＤと確認コード（ログイン用のパスワード）については、総務省が貸
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与する名簿データに含まれている。 

(d) 調査票等の調査関係書類・用品は印刷終了後、見本として各 100 部ずつ総務省に納品

する。 

  

  （ウ）「調査協力依頼はがき」の郵送（実施時期：下記（エ）実施前） 

民間事業者は、平成 29 年から新たに調査対象となる企業等又は事業所（対象数は（ア）

(a)参照）に対し、「（エ）調査協力依頼及び所在地等の確認」を実施する前に「調査協力

依頼はがき（企業等用）」、「調査協力依頼はがき（事業所用）（月次調査）」又は「調査協

力依頼はがき（事業所用）（拡大調査）」を郵送する。 

なお、事業所を客体とする場合は、必要に応じて当該事業所の本社等の事業所に対し

て、「調査協力依頼はがき（本社等用）（月次調査）」又は「調査協力依頼はがき（本社等

用）（拡大調査）」を郵送する（別紙５－７参照）。 

 

  （エ）調査協力依頼及び所在地等の確認（実施時期：下記参照） 

(a) 民間事業者は、月次調査開始前に平成 29 年及び平成 30 年から新たに調査対象となる

企業等又は事業所に連絡を取り、調査への協力を依頼するとともに、企業等又は事業所

の名称、所在地等の内容について確認を行い、変更がある場合は「企業等管理ファイル」

又は「事業所管理ファイル」（（ア）(b)参照）の修正を行う。なお、調査企業等の本社等

や調査事業所が移転している又は移転していると思われる場合には、インターネット等

により、それらの移転先を再度調査した上で可能な限り移転先情報の把握に努め、把握

できた調査企業等の本社等や調査事業所については、「企業等管理ファイル」又は「事業

所管理ファイル」の修正を行う。 

拡大調査については、上記月次調査の業務内容に準じて実施する。 

 

調査 調査対象 (a)の実施時期 
客体数 

（見込み）
備考 

月次調査 

企業等 
平成 29年１月分調査実施前 約 3,500 平成 26 年経済センサス‐基礎調査などによ

り、新たに企業等の調査対象と判明した場合

（新設企業等） 平成 30年１月分調査実施前 約 100 

事業所 
平成 29年１月分調査実施前 約 22,500 

悉皆層の客体は除く 

ただし、平成 26 年経済センサス‐基礎調査

などにより、新たに悉皆層の調査対象と判明

した事業所の数（約 1,000）を左記客体数に

含んでいる。 

代替事業所選定処理 約 5,000 標本で廃業と判明した事業所（（コ）参照）

拡大調査* 

企業等 
平成 29年６月の調査実施前 約 1,000 

他調査結果を利用している企業等 
平成 30年６月の調査実施前 約 1,000 

事業所 

平成 29年６月の調査実施前 約 43,000 拡大調査のみ対象の事業所 

代替事業所選定処理 約 10,000 廃業判明した拡大調査のみの標本 

平成 30年６月の調査実施前 約 43,000 拡大調査のみ対象の事業所 

* 「Ｇ 情報通信業」については、拡大調査を行わない。 

 

(b) 平成 29 年及び平成 30 年の１月から新たに調査対象となる企業等に対する調査実施前

の調査協力依頼及び所在地等の確認に当たっては、上記(a)の確認とともに、それぞれの

調査客体が行っている産業についても、総務省が貸与する名簿データ（ (ア)(a)参照）

に記載されている内容を印字した「事業活動確認票」を調査客体に示すことにより確認

し、変更が生じた場合には「企業等管理ファイル」の修正を行う。平成 29 年１月分の調

査票について、調査企業等の名称、所在地、産業等をあらかじめ印字する際には、この

確認を踏まえた修正を総務省が貸与する名簿データ（（ア）(a)を参照）に反映させた上

で行う。 
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また、「Ｇ 情報通信業」（約 3,500 調査企業等）については、拡大調査を行わないこ

とから、平成 29 年１月分及び 30 年１月分の調査を実施する前に「事業活動確認票」に

よる事業活動の確認の結果、事業活動に変更が生じた場合は「企業等管理ファイル」の

修正を行う。平成 29 年１月分及び 30 年１月分の調査票について、調査企業等の名称、

所在地、産業等をあらかじめ印字する際には、この確認の結果を踏まえた修正を総務省

が貸与する名簿データに反映させた上で行う。 

(c) 民間事業者は、事業所が分割・統合した場合や転居した場合など、調査票の配布先や

調査方法の変更等により、調査協力依頼（上記(a)及び(b)）を行うことが必要な調査企

業等又は調査事業所が新たに発生した場合には、当該調査企業等又は当該調査事業所へ

の連絡漏れや対応誤りなどがないよう、適切に対応する。 

(d) 民間事業者は、可能な限りオンライン調査の利用を促進する。 

 

  （オ）調査関係書類・用品の配布（実施時期：平成 29 年１月から順次） 

民間事業者は、適切な時期に、調査企業等及び調査事業所に調査関係書類・用品を配

布する。調査企業等又は調査事業所から紛失等の理由による再配布の依頼があった場合

には、速やかに対応する。 

月次調査の調査客体に拡大調査の調査関係書類・用品を郵送する場合は、月次調査の

調査関係書類・用品と併せて送付する。 

また、毎年１月に、オンライン調査によらない客体を対象として、「オンライン使用ガ

イド」及び「オンライン調査用ログイン情報」を配布する。 

 
調査方法 

配布者 

調 査

調査客体 

郵送調査 

〔民間事業者〕 

調査企業等 *1 調査事業所 

調査開始１か月目 

・リーフレット（広報紙）   ・調査票記入依頼状（月次用） 

・調査協力依頼状（月次用）  ・１か月目用調査票（企業等用）  

・調査票の記入のしかた（企業等・１か月目用） 

・調査票提出用封筒（月次調査用）  

・調査企業等への連絡用の書類（適宜） ・事業活動一覧 

・オンライン使用ガイド（企業等用）、オンライン調査用ログイン情報 

（オンライン調査ではない客体を対象に１月調査時にも配布） 

・リーフレット（広報紙）  ・調査票記入依頼状（月次用） 

・調査協力依頼状（月次用） ・１か月目用調査票（事業所用）  

・調査票の記入のしかた（事業所・１か月目用） 

・調査票提出用封筒（月次調査用）  

・調査事業所への連絡用の書類（適宜） ・事業活動一覧 

・オンライン使用ガイド（事業所用）、オンライン調査用ログイン情報 

（オンライン調査ではない客体を対象に１月調査時にも配布） 

調査開始２か月目 

～調査最終月前月 

・調査票記入依頼状（月次用）  ・月次調査票（企業等用）（当月分） 

・調査票提出用封筒（月次調査用）  

・調査票の記入のしかた（企業等・月次用）*2 

・調査企業等への連絡用の書類（適宜） 

・調査票記入依頼状（月次用）  ・月次調査票（事業所用）（当月分） 

・調査票提出用封筒（月次調査用）  

・調査票の記入のしかた（事業所・月次用）*2 

・調査事業所への連絡用の書類（適宜） 

拡大調査 

（29 年 6 月、30 年 6 月） 

・リーフレット（広報紙）※配布先は拡大調査のみ対象の企業等 

・調査協力依頼状（拡大調査用） ・拡大調査票（企業等用） 

・調査票の記入のしかた（企業等用） ・オンライン使用ガイド（企業等用）

・調査票提出用封筒（拡大調査用） ・調査企業等への連絡用の書類（適宜）

・事業活動一覧 ・オンライン調査用ログイン情報（拡大調査のみ対象）

・リーフレット（広報紙）※配布先は拡大調査のみ対象の事業所 

・調査協力依頼状（拡大調査用） ・拡大調査票（事業所用） 

・調査票の記入のしかた（事業所用） ・オンライン使用ガイド（事業所用）

・調査票提出用封筒（拡大調査用） ・調査事業所への連絡用の書類（適宜）

・事業活動一覧  ・オンライン調査用ログイン情報（拡大調査のみ対象）

年４回*3（１月、４月、

６月、10 月）      ・サービス産業動向調査ニュース ・サービス産業動向調査ニュース 

調査最終月 
・調査票記入依頼状（最終月用） ・月次調査票（企業等用）（当月分） 

・調査票提出用封筒（月次調査用） ・調査企業等への連絡用の書類（適宜）

・調査票記入依頼状（最終月用） ・月次調査票（事業所用）（当月分） 

・調査票提出用封筒（月次調査用） ・調査事業所への連絡用の書類（適宜）

*  下線のある調査関係書類・用品は、オンライン調査の場合、配布の必要がない書類・用品。オンライン調査の場合 別途「オンライン調査提出依頼状」を配布する。 

*1 （エ）(b)の調査協力依頼及び所在地等の確認に当たっては、「事業活動確認票」、「事業活動確認票提出用封筒」及び「事業活動一覧」を郵送する。 

*2 ２か月目のみ配布 

*3 印刷は総務省において実施する。４月及び 10 月は月次調査の対象に、１月及び６月は月次調査の対象に加え、拡大調査の対象（１月は前年の対象、６月は当年

の対象）に送付する。なお、送付月は変更する場合がある。 

 

 

（カ）調査客体からの照会対応（実施時期：（ウ）業務開始時） 

(a) 民間事業者は、調査企業等又は調査事業所からの照会専用のフリーダイヤル等自動着

信課金サービスを設定するとともに、総務省が貸与する調査関係書類・用品一覧（別紙

５－７）に含まれるマニュアルに沿って、問合せ・苦情等の照会対応を行う。 

なお、電話による対応時間は平日の９時から 18 時までを含むものとし、夜間や休日に
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おける照会への対応については、自動音声案内によるメッセージを流す等の対応を行う。 

(b) 民間事業者は、照会対応業務を行う者に対し、調査企業等又は調査事業所からの照会

に適切に対応できるよう、あらかじめ調査の仕組みや、総務省が貸与する調査関係書類

（別紙５－７参照）を参考として、本業務の実施に必要な内容を十分に理解させる。 

(c) 民間事業者は、照会年月日、照会者、照会内容及びその回答等について取りまとめた

「照会内容報告書」（別紙５－８参照）を総務省に少なくとも毎週１回提出する。ただし、

今後の対応について総務省と協議等を行う必要があると思われる照会内容については、

速やかに提出し、総務省から状況報告の要請があった場合には、速やかにこれに応じる。 

また、総務省が指定する照会内容の種類（調査実施の確認、調査の内容、対象企業等・

調査事業所の選定方法、記入のしかた、拒否・報告義務、苦情など）ごとに件数を取り

まとめたものを毎月１回提出する。 

 

  （キ）調査票の回収（実施時期：平成 29 年１月から順次） 

民間事業者又は調査員は、調査方法等に応じて、以下のとおり調査票の回収を行う。

調査企業等及び悉皆層の調査事業所については、前期事業からの調査継続に配慮し、特

に長期間調査票の提出がない調査客体に対し調査協力（回答）を得るための工夫を講じ

るなど、確実な回収に努めること。 

(a) 郵送調査 

調査票の提出先（郵送先）は総務省とし、民間事業者は毎日（行政機関の休日を除く。）

総務省内に用意した設備において調査票を受領し、速やかに受領枚数を報告する。 

(b) オンライン調査 

オンラインにより提出された調査票については、民間事業者がオンライン調査システ

ムにログインして提出状況を確認し、速やかに報告する。 

なお、オンライン調査システム上の回答確認機能（回答済み調査票をダウンロードし

て確認することが可能）及び回答修正機能（回答済みの調査票を訂正し再提出すること

が可能）に係る対応もオンライン調査マニュアル（別紙５－７）に沿って行う。 

(c) 未回収調査票（未回収の 10 人未満の事業所が対象） 

民間事業者は、調査票が未回収である 10 人未満の事業所について、効率的、効果的な

回収を実施するための計画を作成し、事前に総務省の了承を得た上で、回収業務を実施

する。また、回収を実施する調査事業所については、「事業所管理ファイル」（（ア）(b)

を参照）を基に、所在地、電話番号等の情報を記録した「調査事業所一覧」を作成する。 

調査員は、「調査事業所一覧」に基づき、年４回（例えば２月、５月、８月及び 11 月

（拡大調査は８月））調査事業所を直接訪問し、未回収の調査票を回収する。調査員は、

提出された調査票の記入内容について検査し、記入内容に誤り又は不明な点があれば調

査事業所に照会し、補記・訂正する。 

ただし、封入提出された調査票については、調査員は内容確認のため開封して良いか

調査事業所に確認し、了解が得られた場合に開封して確認する。了解が得られなかった

場合は開封せずに、そのまま民間事業者に提出する。 

なお、調査員活動月及び回収対象月については、事前に総務省と協議の上、決定する。 

 

 （ク）調査方法の変更（実施時期：平成 29 年１月から適時） 

民間事業者は、可能な限りオンライン調査への変更を促進する。 

調査企業等又は調査事業所から、調査方法を郵送調査からオンライン調査又はオンラ

イン調査から郵送調査に変更したい旨の申出があった場合は、速やかにこれに対応する。 

なお、オンライン調査については、民間事業者は全調査対象の最新状況を記録した「オ

ンライン調査回答者情報」（別紙５-13）を調査月単位に作成し、速やかに総務省に報告

する。 
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  （ケ）廃業企業等の報告（実施時期：平成 29 年１月から適時） 

民間事業者は、調査企業等の廃業等が判明した場合、廃業等が判明した調査企業等の

内容確認を、速やかに総務省に依頼し、廃業とする指示があったものについてのみ廃業

とする。この場合、代替企業等の選定は行わない。廃業とした企業等については、「廃業

企業等報告書」（別紙５－５参照）により、速やかに総務省に報告する。 

また、民間事業者は、調査企業等の事業活動に変更が生じた場合も、「廃業企業等報告

書」（別紙５－５参照）により速やかに総務省に報告する。 

 

  （コ）廃業事業所の報告及び代替事業所の選定（実施時期：平成 29 年１月から適時） 

民間事業者は、調査事業所の廃業等が判明した場合、以下のとおり対応する。 

(a) 標本層の調査事業所 

総務省が貸与する「代替事業所名簿データ」から代替する事業所を選定し、速やかに

調査事業所の調査協力依頼及び確認（（エ）参照）を行う。選定した代替事業所が廃業し

ている場合は、更に「代替事業所名簿データ」から代替事業所の選定を行う。また、廃

業した事業所及び選定した代替事業所については、「代替事業所報告書」（別紙５－６参

照）により、速やかに総務省に報告する。 

(b) 悉皆層の調査事業所 

廃業等が判明した調査事業所については、総務省に廃業の確認を速やかに依頼し、廃

業の指示があったものについてのみ廃業とする。この場合、代替事業所の選定は行わな

い。廃業した事業所については、「代替事業所報告書」（別紙５－６参照）により、速や

かに総務省に報告する。 

 

  （サ）調査客体への調査終了の通知（実施時期：平成 29 年１月から適時） 

民間事業者は、調査実施中の調査企業等又は調査事業所について、「（ケ）廃業企業等

の報告」、「（コ）廃業事業所の報告及び代替事業所の選定」による廃業により調査終了

となった場合、速やかに当該企業等又は当該事業所に調査終了の通知を行うとともに、

配布済調査票の提出を依頼する。 

 

  （シ）督促等の業務（実施時期：平成 29 年１月から適時） 

民間事業者は、後記「（３）業務実施に当たり確保されるべき質」に示す回収率を達

成するため、はがき、電話、訪問などによって、調査票が回収されていない調査企業等

及び調査事業所に対する督促等の業務を行う。特に督促等の方法については、事業従事

者規模や産業分類に応じて変える（別紙８参照）など、より効率的・効果的な方法によ

り実施すること。また、以下の点についても留意すること。 

(a) 最低限の回収率の達成に向けた督促等の計画を立て、総務省の了承を得た上で、督促

等の業務を実施すること。 

(b) 電話督促業務を行う者に対しては、調査関係書類（別紙５－７）に含まれる督促等の

マニュアルを基に、督促等に係る手順書、トークスクリプト等を作成し、当該業務の内

容を十分に理解させる。手順書、トークスクリプト等の内容については、事前に総務省

の了承を得ること。 

(c)総務省が指定する一定規模以上の調査企業等（約 2,700 客体）については、調査票が未

提出の場合、電話により毎月督促するなど、重点的に督促業務を実施すること。 

(d)調査事業所の督促等の業務は、調査票が回収されていない調査事業所の本社等に対する

調査協力依頼など、効果的な方法により行うこと。 

(e) 督促等を行った状況について、総務省から指示する様式で報告する。なお、これ以外

にも総務省から報告の要請があった場合には、これに応じること。 
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  （ス）調査票の検査（実施時期：平成 29 年１月から順次） 

民間事業者は、提出された調査票の記入内容について検査し、記入内容に誤り又は不明

な点があれば調査企業等又は調査事業所に照会し、補記・訂正する。 

検査を行うに当たり、以下の点に留意すること。 

(a) 調査企業等又は調査事業所への照会内容については、総務省から指示する様式により

月１回総務省に報告する。また、調査事項別の補記・訂正の状況についても、総務省か

らの報告の要請があった場合には、これに応じる。なお、これ以外にも総務省から報告

の要請があった場合には、これに応じる。 

(b) 封入提出された調査票を調査員が回収した場合は、記入内容の確認を行わないため、

民間事業者が開封し、調査票の余白に回収日を記入してから検査及び照会を行う。 

 

（セ）調査票の電子データ作成等（実施時期：下記参照） 

(a) 民間事業者は、記入内容の検査が終了した調査票の内容から、調査票のイメージデー

タ及び調査票の記入内容データを作成する。データの作成に当たっては、誤謬防止に努

めるとともに、打鍵検査（ベリファイ）を行うなど、データ品質を確保するための必要

な措置を講ずる。 

なお、オンラインにより提出された調査票についても、オンライン調査システムから

調査票をダウンロードし、郵送調査と同様のデータレイアウトに変換した調査票の記入

内容データを作成する。オンライン調査についてはイメージデータを作成する必要はな

い。 

(b) 民間事業者は、上記(a)で電子化した媒体を総務省に納品する。なお、納品の際には、

納品物に対し説明のできる者が対応すること。 

・月次調査 

納品は、公表に合わせて、以下のとおり行う。納品期限を変更する場合は、事前に

総務省の了承を得る。 

 

[速報の公表]（調査月の翌々月下旬） 

納品は、原則として、下記のとおり４回に分けて行う。ただし、返送された調査

票の大部分は３回目納品までに行い、10 日以降に返送された調査票など、一部の調

査票については４回目に納品する。なお、下記納品以外に総務省が提出を求める場

合は、これに応じる。 

 

納品回数 納品期限 

１回目 調査月の翌月の 20 日 

２回目 調査月の翌月の末日 

３回目 調査月の翌々月の 10 日 

４回目 調査月の翌々月の 15 日 

 

［確報の公表］（調査月の５か月後下旬） 

納品は、速報の納品期限の日（20 日、末日、10 日及び 15 日）に合わせ、調査月

の５か月後の 15 日まで行う。また、調査月の５か月後の 15 日の納品期限を過ぎて

提出された調査票についても、総務省の指示に従い適切に業務を行い、毎月１回納

品する。なお、上記納品以外に総務省が提出を求める場合は、これに応じる。 

 

 

・拡大調査 
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納品は、原則として、下記のとおり６回に分けて行う。ただし、返送された調査票

の大部分は４回目納品までに行うこととし、最終納品月に返送された調査票など、一

部の調査票については５回目又は６回目に納品する。 

納品期限を変更する場合は、事前に総務省の了承を得る。また、６回目の納品期限

を過ぎて提出された調査票についても、総務省の指示に従い適切に業務を行い、四半

期に１回程度納品する。なお、上記納品以外に総務省が提出を求める場合は、これに

応じる。 

 

納品回数 納品期限 

１回目 調査月（６月）の翌月の末日（７月末日） 

２回目 調査月（６月）の翌々月の末日（８月末日） 

３回目 調査月（６月）の３か月後の末日（９月末日） 

４回目 調査月（６月）の４か月後の末日（10 月末日） 

５回目 調査月（６月）の５か月後の中旬（11 月中旬） 

６回目 調査月（６月）の５か月後の末日（11 月末日） 

 

（ソ）総務省からの調査客体に対する疑義照会の業務（実施時期：平成 29 年１月から適時） 

総務省は、提出された調査票の記入内容について疑義がある場合は民間事業者に対し

て照会を行う。民間事業者は、総務省から示す疑義の内容を踏まえて調査企業等又は調

査事業所に照会し、照会の結果を報告する。当該記入内容についての照会状況の報告様

式については、総務省から指示する。 

疑義照会状況については、日ごとに取りまとめ、原則、週１回総務省に報告する。ま

た、疑義照会の内容ごとの件数を取りまとめたものを毎月１回総務省に報告する。なお、

これ以外にも総務省から報告の要請があった場合には、これに応じる。 

 

  （タ）調査事業所への被調査確認等（実施時期：平成 31 年３月） 

民間事業者は、調査員による調査票の回収が適切に実施されているかを確認するため、

調査が終了した事業所でかつ調査員が調査票を回収した事業所について、月次調査、拡

大調査ともに３％以上を対象として被調査確認を行い、その状況を総務省に「被調査確

認報告書」（別紙５－11 参照）により報告する。 

 

（チ）調査員の管理・監督（実施時期：随時） 

民間事業者は、調査を円滑かつ効率的に実施するため、未回収の調査票（未回収の 10

人未満の事業所が対象）を回収する調査員の管理体制を構築するとともに、調査員を適

切に監督する。また、調査員による調査票の回収状況を把握し、適切に対応する。 

(a) 民間事業者は、調査員に対し、サービス産業動向調査の調査員であることを証明する

写真付きの証書（調査員証）を発行する。 

(b) 民間事業者は、調査員（調査員を管理する立場の者がいる場合にはこれを含む。以下

同じ。）に対し、調査員の果たす役割や統計調査に関する基礎的・一般的な知識などにつ

いて十分理解させるとともに、調査経験の相違等による処理内容の不統一を避け、的確

な事務処理を確保するため、研修を実施する。なお、研修の内容、スケジュール、調査

員の研修内容の理解度チェックシート等について、事前に総務省の了承を得る。また、

研修実施の結果については、総務省に報告する。 

(c) 民間事業者は、調査員に対し、上記(b)の研修のほか、あらゆる機会を捉えて以下の指

導を行う。 

・ 調査の目的、趣旨等を正しく理解する。 

・ 調査員証は、調査活動中において常時携帯し、必要に応じて提示するとともに、破
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損、紛失等のないように注意する。 

・ 調査上知り得た秘密は厳重に保護し、絶対に漏えいしない。 

・ 調査事業所を訪問する際は、必要に応じて調査事業所の事業主又はそれに代わる者

に面接して調査の趣旨等を丁寧に説明し、協力を得る。 

・ 調査票の回収に当たって、調査事業所に不快感を与えたり、反感を買ったりするよ

うな言動は厳に慎む。 

・ 民間事業者は、適宜、調査実施上の注意事項等について必要な指示を行う。 

・ 民間事業者は、調査員から報告・連絡等があった場合、適切な指示を行うとともに、

必要な場合には実地に赴き、調査員の支援を行う。 

・ 民間事業者は、調査の実施中、調査員の回収状況を随時把握し、必要に応じて指導

を行う。 

 

  （ツ）情報セキュリティ管理（実施時期：随時） 

本業務の実施に当たっては、情報漏えい防止、帳票等及び電磁的記録の使用・保管を

始めとする情報セキュリティを確保するための体制を整備し、責任者を置くとともに、

「調査票等及び電磁的記録の使用・保管等に関する規定」（以下「セキュリティ管理規

定」という。）を作成して的確な調査情報等の運用・管理を行う。 

なお、セキュリティ管理規定については、企画書と併せて提出し、総務省の審査を受

けること。また、セキュリティ管理規定の作成に当たっては、以下の点及び９（４）に

留意すること。 

(a) 調査票、名簿情報等の電磁的記録の使用・保管等に当たっては、紛失、漏えい等が生

じないよう厳重に管理する。また、調査員が調査期間中使用及び保管している調査票及

び名簿情報等の情報についても、同様とする。 

(b) 調査票等及び電磁的記録については、本調査以外の目的に使用してはならず、いかな

る理由があっても第三者への複写、貸与及び提供を禁止する。 

(c) 調査票等及び電磁的記録の使用場所、使用者の範囲、使用場所間の搬送体制、保管場

所等を明確にする。 

(d) 使用する電子機器の情報漏えい防止策を講ずる。 

(e) 本業務の実施に当たって作成・記録・保存した中間データ及び納品した電磁的記録に

ついて、契約終了後、該当ファイルを削除するだけでなく、削除した電磁的記録がいか

なる方法によっても復旧・復元されることのないように、論理的消去・物理的消去等に

よる電磁的記録の完全な消去を行い、この結果について総務省に報告する。契約終了後

は、これらのデータの保存・蓄積を行ってはならない。 

ただし、上記中間データ・納品した電磁的記録以外の記録及び帳簿書類（９（５）⑥

参照）については、セキュリティ管理規定に従い、適切に保管する。 

(f) 調査票等を厳重に管理し、使用済みの調査票等については、契約終了時までに全て回

収し、速やかに総務省に納品する。 

なお、調査関係書類・用品等については、総務省の指示に従い速やかに処分（焼却・

溶解・裁断等）する。 

(g) 「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群」を遵守する。 

(h) 情報セキュリティに関する事故等が発生した場合は、速やかに総務省に報告し、今後

の対応方針について協議を行う。 

 

（テ）納品物件（実施時期：別紙５参照） 

納品物件については、紙媒体又は総務省が指定した形式で記録した電子媒体により納

品する（納品時期及び方法等については、別紙５を参照）。 

(a) 調査関係書類提出明細書 
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(b) 調査票回収状況報告 

(c) 記入済調査票 

(d) 記入済調査票の電磁的記録 

(e) 企業等管理ファイル 

(f) 事業所管理ファイル 

(g) 廃業企業等報告書 

(h) 代替事業所報告書 

(i) 調査関係書類・用品 

 

④業務の引継ぎ 

(a) 前期民間事業者からの業務引継ぎ（実施時期：契約締結後速やかに） 

民間事業者は、契約締結後、前期のサービス産業動向調査の委託業務を実施している民間

事業者（平成 26 年８月から平成 29 年３月までの契約）から、業務内容を明らかにした書

類等により、十分な引継ぎを受けるものとする。総務省は、当該引継ぎが円滑に実施され

るよう、民間事業者及び前期民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、引継ぎが

完了したことを確認する。 

なお、前期委託業務の契約終了後も、平成 28 年 12 月以前調査分についての問い合わせ

や調査票の提出等があるため、当該客体に対する照会対応や調査票の回収、検査、電子デ

ータ作成等の一連の業務を行うものとする。 

※平成 29 年４月以降到着する調査票累計枚数（概数）：約 4,000 

(b) 次期民間事業者への業務引継ぎ（実施時期：次期事業者との契約締結後速やかに） 

民間事業者は、本業務の終了に伴う次期事業者（平成 31 年１月調査以降の事業）への業

務の引継ぎ計画及びその内容について、事前に総務省に提示し、了承を経た上で、業務内容

を明らかにした書類等により、十分な引継ぎを行うものとする。総務省は、当該引継ぎが円

滑に実施されるよう、民間事業者及び次期民間事業者に対して必要な措置を講ずるとともに、

引継ぎが完了したことを確認する。 

なお、平成 31 年１月からの調査を滞りなく遂行するため、セキュリティ管理規定（（ツ）

参照）に従い、（ア）記載の最新の情報を記録した「企業等名簿データ」、「事業所名簿

データ」、「企業等管理ファイル」及び「事業所管理ファイル」等の電子媒体についても

引継ぎを行うものとする。 

 

（２）業務受託に関する留意事項 

① 民間事業者は、「サービス産業動向調査事務局」という名称を用いて業務を実施する。 

② 民間事業者は、総務省が貸与する調査関係書類（別紙５－７参照）等に基づいて業務を行う。 

ただし、民間事業者による創意工夫が発揮されるようにするため、民間事業者がこれらの

調査関係書類等によらない形で業務を遂行する方法について提案し、総務省に了承された場

合はその提案に沿って対応する。 

③ 民間事業者は、業務の適切な実施を確保するために、総務省と連絡・調整を行う窓口担当

者を設置する。担当者は業務履行時間内（平日９時から 18 時まで）においては、速やかに

総務省と連絡・調整が取れる状態を保つこと。なお、総務省との連絡・調整は、原則として

窓口担当者を経るものとする。 

④ 民間事業者は、作業の方針及び計画について、明確にするとともに「２（１）サービス産

業動向調査に係る委託業務の内容」の各工程に作業責任者を置き、氏名、所属、連絡先を併

せて総務省に報告する。また、各工程の作業フロー及び作業フローごとの作業体制を明確化

し、総務省に報告する。なお、毎月の業務担当者の配置予定及びその実績について、毎月初

めに総務省に報告する。 
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⑤ 民間事業者は、契約締結後速やかに、災害又は調査業務の実施における事故等が発生した

際の連絡体制を総務省に報告する。また、これらの事態が発生した場合は、調査実施への影

響等の状況を把握し、速やかに総務省に報告し、総務省の指示に従う。 

⑥ 総務省は、民間事業者と定期連絡会（月に１回程度）を開催し、本調査の実施業務に関す

る諸事項について打合せを行う。なお、定期連絡会の開催にかかわらず、必要に応じて、打

合せを随時行う。 

⑦ 民間事業者は、本業務の適切な実施を確保するために、調査票等の調査関係書類を厳重に

管理する環境、電話・FAX 等の必要な設備及びこれらに必要な場所を用意する。 

ただし、調査票の返信先が総務省となることから、調査票受付事務に必要となる設備（机、

電話）及び場所については、総務省において用意し、民間事業者へ貸与する。なお、貸与は

契約期間内とし、その期間中場所の変更があり得る。 

⑧ 民間事業者は、調査企業等又は調査事業所のほか、調査対象が事業所の場合は必要に応じ

て当該事業所の本社等に対する調査協力依頼を行うなど、調査への協力を得るための効果的

な方法により調査を実施する。民間事業者は、未回収の調査票を極力少なくすることに努め

なければならないが、調査企業等又は調査事業所への強要があってはならない。 
⑨ 調査関係書類・用品には信書扱いとなるものが含まれており、民間事業者は、その運搬・

送付等の方法について、総務省と事前に協議を行う。 

⑩ 民間事業者は、業務従事者に対し、統計調査における基本的事項、守秘義務及び本調査の

内容について、十分な理解が可能となるような研修を調査実施前に行う。 

なお、研修の内容、スケジュール、調査員の研修内容の理解度チェックシート等について、

事前に総務省の了承を得る。また、研修実施の結果については、総務省に報告する。 

⑪ 民間事業者は、期限を過ぎて提出された調査票について、総務省の指示に従い取り扱うな

ど、適切に業務を行う。 

⑫ 本業務の実施に当たり、総務省から立ち会い等の要請があった場合はそれに応じる。 

 

（３）業務実施に当たり確保されるべき質 

本業務を実施するに当たり、確保されるべき質として求められるものは、以下のとおりで 

ある。 

① 業務の実施について 

本業務の実施に当たり、総務省と調整した上、スケジュールに沿って確実に業務を実施す

る。 

② 照会対応について（２（１）③（カ）参照） 

問合せや苦情等の照会対応においては、総務省が貸与する調査関係書類・用品一覧（別紙

５－７）に含まれるマニュアルに沿って対応する。 

ただし、総務省が貸与する調査関係書類・用品一覧のマニュアルによらない提案をし、総

務省に了承された場合は、その提案に沿って対応する。 

③ 回収率等について 

回収率は、回収され、総務省に提出された調査票（白紙を除く）に係る調査企業等・調査

事業所の数を、所定の調査企業等・調査事業所の数から廃業などで調査が不可能な企業等・

事業所を除いた数で除した値とする。民間事業者は、下記回収率の達成に当たり、調査企業

等・調査事業所の規模・産業の回収状況に応じて督促等の業務を実施するなど、回収業務に

取り組むこと。 

 

（ア） 月次調査 

民間事業者は月次調査の調査企業等及び調査事業所の各々の回収において、速報及び

確報それぞれで概ね下記の回収率を毎月達成するよう努めることとし、最低限、確報の

回収率を契約期間内の平均で達成するものとする。 
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なお、毎月及び契約期間内の平均で下記の回収率を達成できない又は達成できない可

能性が高い場合（納品状況等から総務省が判断した場合も含む）には、その理由を総務

省に報告するとともに、回収率の達成を確保する上で必要な改善策を講ずる。 

 
 速報 確報 

調査企業等 50% 55% 

調査事業所 50% 60% 

 

（イ）拡大調査 

民間事業者は拡大調査の調査企業等及び調査事業所の各々の回収において、下記の回

収率を達成するものとする。 

なお、下記回収率を達成できない可能性が高い場合（納品状況等から総務省が判断し

た場合も含む）には、その理由を総務省に報告するとともに、回収率の達成を確保する

上で必要な改善策を講ずる。 

 

調査企業等 55% 

調査事業所 60% 

 

（４）モニタリングの方法について 

総務省は、業務の実施に当たり、確保されるべき質の確保状況について、２（１）③（テ）

に示す納品物件、９（１）に示す報告及び「総務省への提出物等」（別紙５参照）に示す提

出物件により確認する。 

 

（５）契約金の支払いについて 

① 契約の形態は、請負契約であり、調査票等一式の送付に係る送料については、日本郵便株

式会社の内国郵便約款に定める料金を単価（以下「送付単価」という。）とする単価契約に

より精算払いとする。 

② 契約金額は、落札した金額に消費税率を乗じて得た額を基本額とする。なお、調査票等一

式の送料については、送付単価に送付数量を乗じた額とする。 

③ 契約金額の支払については、落札者が決定した後、落札者と総務省が協議を行い、当該年

度の予算の範囲内で支払金額・回数を決定する。 

④ 支払に当たり民間事業者は、「総務省への提出物等」（別紙５参照）に示す納品物、報告

及びその他の提出物を、また、調査票等一式の送付に係る送料については、請求金額を証明

できる書類（領収書等）を総務省に提出する。 

総務省は、提出された書類に基づき検査を行い、業務の適正かつ確実な実施がなされたこ

とを確認した後、所定の金額を支払う。検査の結果、適正な業務がなされていない場合には、

総務省は民間事業者に対して業務のやり直しを指示するとともに、業務の改善策の作成・提

出を求めるものとする。 

⑤ 請負契約及び単価契約ともに、本実施要項又は契約書に基づく所定の検査が完了した後、

それぞれその当該代金の支払請求書を受理した日から30 日以内に支払うものとする。 

 

（６）業務の改善策の作成・提出等について 

民間事業者は、次の場合、速やかに業務の改善策を作成・提出し、総務省の承認を得た上

で改善策を実施するものとする。なお、民間事業者は、改善策の作成・提出及び実施に当た

り、総務省に対して必要な助言・協力を求めることができる。 
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① 総務省が「総務省への提出物等」（別紙５参照）に示す納品物件、報告及びその他の提出

物の確認又は業務の実施状況を観察することにより、業務の質が満たされないことが明らか

になり、民間事業者に対して業務の改善を求めた場合。 

② 民間事業者が、業務実施の結果を踏まえ、業務の質の確保、向上を図るため、業務の改善

が必要と判断した場合。 

 

（７）業務の改善提案について 

民間事業者は、業務の質の確保、向上を図るため、業務の実施結果を踏まえた改善提案（調

査関係書類・用品一覧（別紙５－７）に含まれる照会対応、督促業務等に必要な照会事例集

や総務省への報告書類等）を総務省に対して行うことができる。 

なお、民間事業者は、業務の改善提案に当たり、総務省に対して必要な助言を求めること

ができる。 

 

３ サービス産業動向調査の契約期間 

契約期間は、平成 28 年８月（契約締結後）から平成 31 年３月末日までとする。 

 

４ 民間競争入札に参加するものに必要な資格 

（１）法第 10 条各号（第 11 号を除く。）に該当する者でないこと。 

（２）予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条の規定

に該当しない者であること。なお、未成年者又は被補助人であって、契約締結のために必要

な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

（３）予決令第71条の規定に該当しない者であること。 

（４）総務省、他府省等における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受

けている期間中の者でないこと。 

（５）総務省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の調査・研究において「Ａ」､ 

「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

（６）本実施要項に記載する事項のとおり業務を実施・完了することができることを証明した者

であること。なお、この場合の証明とは、落札者として決定された民間事業者との間で法第

20 条第１項の契約（以下「本契約」という。）を締結することとなった場合、確実に完了期

限までに実施・完了ができるとの意思表示を書面により証明することをいう。 

（７）単独で当該業務が担えない場合は、適正に業務を遂行できる共同事業体(当該業務を共同し

て行うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。)として

参加することができる。その場合、入札書類提出時までに共同事業体を結成し、代表者を定

め、他の者は構成員として参加するものとし、その際に当該共同事業体の代表者及び構成員

は、上記(1)から(6)までに定める入札参加資格を備えていることが必要である。また、共同

事業体の構成員は、他の共同事業体の構成員となり、又は、単独で参加することはできない。

なお、当該共同事業体は、共同事業体結成に関する協定書(又はこれに類する書類)を作成し、

入札書類提出期限までに提出すること。 

 

５ 民間競争入札に参加する者の募集 

（１）民間競争入札に係るスケジュール（予定） 

   ① 入札の官報公告            平成 28 年５月中旬頃 

  ② 入札説明会                同    ５月下旬頃 

  ③ 入札説明会終了後の質問期限        同    ６月下旬頃 

  ④ 入札書類提出期限             同    ７月上旬頃 

  ⑤ 入札書類の評価              同    ７月中旬頃 

  ⑥ 開札                   同    ８月上旬頃 
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  ⑦ 契約の締結                同    ８月下旬頃 

  ⑧ 業務の引継ぎ             契約締結後速やかに 

 

（２）入札実施手続 

① 入札説明会後の質問受付 

入札公告以降、総務省において入札説明書の交付を受けた者は、本実施要項の内容や入札

に係る事項について、入札説明会後に総務省に対して質問を行うことができる。 

質問は原則として電子メールにより行い、質問内容及び総務省からの回答については、原

則として入札説明書の交付を受けた全ての者に公開することとする。 

ただし、民間事業者の権利や競争上の地位等を害するおそれがあると判断される場合には、

質問者の意向を聴取した上で公開しないように配慮する。 

② 提出書類 

民間競争入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、本業務に係る入札金額を

記載した書類及び業務実施の具体的な方法、その質の確保の方法等に関する書類（以下「企

画書」という。）を提出することとする。なお、上記の入札金額には、本業務に要する一切

の諸経費（調査票等一式の送料は単価契約とするため、初回発送分等に再送付分を見込んだ

金額について３年度分計上する。なお、初回発送分等の数量については、入札説明会におい

て提示する。）の108分の100に相当する金額を記載することとする。 

なお、添付資料として、法第15条において準用する法第10条各号（第11号を除く。）に規

定する欠格事由の審査に必要な書類を提示することとする。 

③ 企画書の内容 

入札参加者が提出する企画書には、「６ 落札者を決定するための評価の基準及び落札者

の決定方法」で示す総合評価を受けるため、次の事項を記載することとする。 

なお、企画書の様式等については、総務省が入札説明会で提示する様式等に基づくことと

する。 

また、下記について総務省が民間事業者に創意工夫による設定を求めている項目以外につ

いても、民間事業者が創意工夫できる項目については企画書に記載する。 

（ア）実施計画 

（イ）実施体制・役割分担 

（ウ）組織の専門性、実績・資格 

（エ）設備・環境 

（オ）調査員 

（カ）研修（教育） 

（キ）セキュリティ対策（「セキュリティ管理規定」（２（１）③（ツ）参照）をもって記

載したものとするので企画書においては、「セキュリティ管理規定参照」等と記載する

こと。） 

（ク）個別業務の実施方法 

 

６ 落札者を決定するための評価の基準及び落札者の決定方法 

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価落札方式によるものと

する。 

なお、評価においては、総務省及び外部有識者（以下「評価者」という。）により審査を行

うこととする。 

（１）総合評価に当たっての質の評価項目の設定 

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が、本業務の目的・趣旨に沿っ

た実行可能なものであるか（必須項目）、また、効果的なものであるか（加点項目）につい

て行うものとする。 
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① 必須項目審査 

総務省は、入札参加者が企画書に記載した内容が、「評価項目一覧表」（別紙１参照）に

記載された必須項目（最低限の要求要件）を満たしていることを確認する。全て満たす場合

は合格とし、基礎点を付す。なお、一つでも満たしていない場合は失格とする。 

② 加点項目審査 

上記①で合格となった入札参加者に対して、「評価項目一覧表」（別紙１参照）に記載さ

れた「加点」の項目について審査を行う。効果的な実施が期待されるかという観点から、基

本的には入札参加者の企画提案を相対評価することにより加点する。 

評価者は、加点項目ごとに入札参加者の企画書の内容を比較し、各入札参加者に対して「表

１ 審査基準」により０点から６点までを付与する。各入札参加者の得点は、各評価者の得点

の算術平均に、重要度に応じた加重を乗じた値とする。 

 

表１  審査基準（相対評価項目） 

評価 評価内容 得点 

Ａ 非常に優れている ６点 

Ｂ 優れている、いくつかの点では特に優れている ５点 

Ｃ 優れている ４点 

Ｄ 標準的、いくつかの点では工夫がみられる ３点 

Ｅ 標準的、提案内容が具体的で実現性が高い ２点 

Ｆ 標準的、普通 １点 

Ｇ 記載なし、又は効果が期待できない ０点 

 

（２）落札方法及び得点配分 

① 落札方式 

次の要件を満たしている者のうち、「④ 総合評価点の計算」によって得られた数値の最も

高い者を落札者とする。 

（ア）入札価格が予決令第79条に基づいて作成された予定価格の範囲内であること。 

（イ）「評価項目一覧表」（別紙１参照）に記載された必須項目を全て満たしていること。 

② 得点配分 

技術点（必須項目、加点項目）と価格点の配分は「表２ 得点配分」のとおりとする。なお、

新規性、創造性、効率性を求める項目の配分を198点、実施体制、実績等を評価する項目の配

分を203点とする（別紙１参照）。 

 

  表２  得点配分 

技術点 
必須項目：基礎点 17点 

加点項目：加点 384点 

価格点 203点 

 

③ 技術点の算出 

（ア）必須項目（基礎点）は、全ての項目について最低限の要求要件を満たしている場合は

合格とし、項目毎に１点を付す。 

（イ）加点項目（加点）は、複数の評価者がいる場合、各評価者の評価結果（点数）の算術

平均に重要度に応じた加重を乗じて算出する。 

④ 総合評価点の計算 

・総合評価点＝技術点＋価格点 

・技術点＝基礎点＋加点 

・価格点＝価格点の配分×（１－入札価格÷予定価格） 
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なお、総合評価点は、整数値が同点の場合、数値の最も高い者が明らかになる小数点の

位まで算出する。 

 

（３）落札者の決定に係る留意事項 

① 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本契約の内容に適合した履行が

なされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の

秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の

制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、上記「（２）④ 総合評価点の計算」に

よって得られた数値の次順位者を落札者として決定することがある。 

② 落札者となるべき者が２者以上あるときは、直ちに該当入札者にくじを引かせ落札者を決

定する。また、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務

に関係のない総務省の職員にくじを引かせ落札者を決定する。 

③ 総務省は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、落札

者の総合評価点等について公表するものとする。 

 

（４）初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱い 

初回の入札で落札者が決定しなかったときは、直ちに再入札を行うこととする。再入札に

よっても落札者が決定しない場合は、原則として、入札条件を見直し、再度入札公告に付す

ることとする。 

再度の入札公告によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は再度の入札公告によ

ると本業務の実施の準備に必要な期間を確保することができない等のやむを得ない事情があ

る場合には、総務省が本事業を実施すること等とし、その理由を公表するとともに、官民競

争入札等監理委員会に報告するものとする。 

 

７ サービス産業動向調査における従来の実施状況に関する情報の開示 

サービス産業動向調査における次の（１）から（５）までの従来の実施状況に関する情報の

開示については、別紙２のとおりとする。 

（１）従来の実施に要した経費 

（２）従来の実施に要した人員 

（３）従来の実施に要した施設及び設備 

（４）従来の実施における目的の達成の程度 

（５）従来の実施方法等 

 

   なお、「別紙５－７調査関係書類・用品一覧」記載のマニュアル等（前期事業のもの）に

ついては、総務省統計局統計調査部経済統計課において閲覧可能である。 

 

８ 民間事業者が使用できる国有財産に関する事項 

（１）調査客体からのオンライン調査システムに関する照会対応等に使用するためのオンライン

調査システムへのアクセス権を民間事業者に付与する。本業務実施のためのオンライン調査

システム使用に係る費用については、無償とする。 

（２）調査票の返信先が総務省となることから、調査票受付事務に必要となる設備（机、電話）

及び場所については、総務省が民間事業者に無償で貸与する。なお、場所については契約締

結後、総務省から提示する。 

 

９ 契約により民間事業者が講ずべき措置等 

（１）報告について 

民間事業者は、次の（ア）から（ク）までについて、総務省に報告するとともに、必要に
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応じて総務省から求められた場合にも同様に報告することとする。 

また、総務省は、民間事業者からの報告を受け、業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め、必要に応じ、民間事業者との情報交換の場を設けるものとする。（（ア）から（キ）ま

での報告時期については別紙５を参照。） 

（ア）照会内容報告書 

（イ）疑義照会状況の報告 

（ウ）督促等状況の報告 

（エ）照会内容及び調査事項別の補記・訂正の状況報告 

（オ）被調査確認報告書 

（カ）調査票提出用封筒受領枚数報告 

（キ）毎月の業務担当者の配置実績及び勤務体制予定表 

（ク）事業報告書 

・ 平成29年調査：平成30年３月31日までに提出 

・ 平成30年調査：平成31年３月31日までに提出 

 

（２）調査について 

総務省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために、上記（１）や

次の①及び②によるモニタリングの結果等により必要があると認めるときは、民間事業者に

対し、業務の実施状況等に関し必要な報告を求め、又は民間事業者の事務所に立ち入り、業

務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することが

できるものとする。 

立入検査をする総務省の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第１項に基

づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示するものとする。 

 

① 民間事業者への電話（適宜） 

総務省から民間事業者へ電話し、業務担当者に様々な質問を投げ掛けることにより、適切

な照会対応をしているかどうかを詳細に調べる。 

② 調査客体への電話（適宜） 

民間事業者が督促又は疑義照会を行った調査客体に対し、事後的に総務省から電話する。

そこで、調査票の記入を軽視するような発言・表現等不適切な対応がなかったかどうかを調

べる。 

 

（３）指示について 

総務省は、民間事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保するために、上記（２）の

調査結果等により必要があると認めるときは、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきこ

とを指示することができるものとする。なお、上記にかかわらず、総務省は、業務の質の低

下につながる問題点を確認した場合は、民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指

示することができるものとする。 

 

（４）秘密の保持 

民間事業者は、本業務に関して総務省が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業

務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものとし、そのための

必要な措置を講ずる。民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しく

はその職員その他の本業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏

らし、又は盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第

54 条により罰則の適用がある。 
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なお、当該情報等を本業務以外の目的に使用又は第三者に開示してはならない。 

 

（５）契約に基づき民間事業者が講ずべき措置 

① 業務の開始及び中止 

（ア）民間事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始し

なければならない。 

（イ）民間事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらか

じめ、総務省の承認を受けなければならない。 

② 公正な取扱い 

（ア）民間事業者は、本業務の実施に当たって、調査客体を具体的な理由なく区別してはな

らない。 

（イ）民間事業者は、調査客体の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の有無により

区別してはならない。 

③ 金品等の授受の禁止 

民間事業者は、本業務において、金品等を受け取ること又は与えることを原則してはなら

ない。 

④ 宣伝行為の禁止 

（ア）民間事業者及び本業務に従事する者は、「総務省統計局」や「サービス産業動向調査」

の名称やその一部を用い、本業務以外の自ら行う業務の宣伝に利用すること（一般的な

会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務の一つとして事実のみ簡潔に記載

する場合等を除く。）及び当該自ら行う業務がサービス産業動向調査の一部であるかの

ように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。 

（イ）民間事業者は、本業務の実施に当たって、自らが行う事業の宣伝を行ってはならない。 

⑤ 事業の同時実施の禁止 

民間事業者は、本業務において調査客体と接触する際に、同時に他の事業を行ってはなら

ない。 

⑥ 記録・帳簿書類 

民間事業者は、実施年度ごとに本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、翌年度から５

年間保管しなければならない。 

⑦ 権利の譲渡の禁止 

民間事業者は、原則として、本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡

してはならない（ただし、下記⑩は除く）。 

⑧ 権利義務の帰属 

本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、民間事業者は、

その責任において、必要な措置を講じなければならない。 

⑨ 実施状況の公表 

民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、総務省の承認

を得なければならない。 

⑩ 再委託 

（ア）民間事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

（イ）民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則

としてあらかじめ企画書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称、再委

託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履

行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法）について記載しなければならない。 

（ウ）民間事業者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託

に関する事項を明らかにした上で総務省の承認を受けなければならない。 

（エ）民間事業者は、上記（イ）又は（ウ）により再委託を行う場合には再委託先から必要
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な報告を徴収することとする。 

（オ）再委託先は、上記の秘密の保持、公正な取扱い、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁

止、事業の同時実施の禁止、権利義務の帰属等については民間事業者と同様の義務を負

うものとする。 

（カ）民間事業者は、本業務の実施に当たり、再委託先の事業者に再々委託をさせてはなら

ない。 

⑪ 契約内容の変更 

民間事業者及び総務省は、本業務の更なる質の向上の推進又はその他やむを得ない事由に

より本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提出し、それぞれの

相手方の承認を受けるとともに、法21条の規定に基づく手続を適切に行わなければならない。 

⑫ 契約の解除 

総務省は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 

（ア）偽りその他不正の行為により落札者となったとき。 

（イ）法第14条第２項第３号又は第15条において準用する第10条（第11号を除く。）の規定

による民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。 

（ウ）本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができない

ことが明らかになったとき。 

（エ）上記（ウ）に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反

があったとき。 

（オ）法令又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 

（カ）法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。 

（キ）民間事業者又はその他の本業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本業務

の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 

（ク）暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）を、業務を統括する者又は従業員としてい

ることが明らかになったとき。 

（ケ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。）又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき。 

⑬ 契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、民間事業者と総務省とが協議す

るものとする。 

 

10 契約により民間事業者が負うべき責任 

（１）本契約を履行するに当たり、民間事業者（その者が法人である場合にあっては、その役員）

又はその職員その他の本契約の履行に従事する者が、故意又は過失により第三者に損害を加

えた場合における、当該損害に対する賠償等については、次に定めるところによるものとす

る。 

① 民間事業者は、当該第三者に対する賠償の責めに任じなければならない。 

② 民間事業者が民法（明治29年法律第89号）第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行

った場合であって、当該損害の発生について総務省の責めに帰すべき理由が存するときは、

当該民間事業者は総務省に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに

任ずべき金額を超える部分について求償することができる。 

③ 総務省が国家賠償法（昭和22年法律第125号）第１条第１項等に基づき当該第三者に対する

賠償を行ったときは、総務省は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該

損害の発生について総務省の責めに帰すべき理由が存する場合は、総務省が自ら賠償の責め
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に任ずべき金額を超える部分に限る。）について求償することができる。 

（２）民間事業者が本契約に違反したことによって、又は民間事業者（その者が法人である場合

にあっては、その役員）若しくはその職員その他の本契約の履行に従事する者が故意若しく

は過失によって総務省に損害を与えたときは、民間事業者は、総務省に対する当該損害の賠

償の責めに任じなければならない。 

（３）民間事業者は、民間事業者の責めに帰すべき事由により、本契約に定める業務を履行でき

ないときは、遅延賠償金として、遅延日数に応じて、契約金額に、政府契約の支払遅延に対

する遅延利息の率を定める告示（昭和24年大蔵省告示第991号）で定める率を乗じて得た金額

を、総務省の指定する期間内に納付しなければならない。また、９(5)⑫の規定により、総務

省が契約を解除したとき、民間事業者は、違約金として契約金額の100 分の20 に相当する金

額を総務省に納付しなければならない。 

 

11 法第７条第８項に規定する評価に関する事項 

（１）実施状況に関する調査の時期 

サービス産業動向調査の実施状況については、総務大臣が行う評価の時期（平成30年３月

目処）を踏まえ、月次調査及び拡大調査の実施状況を調査するものとする。 

（２）調査の実施方法 

総務省は、２（１）③（テ）に示す納品物件等を基に、下記（３）の調査項目について必

要な調査を行い、従来の実績と比較・分析することなどにより、質の維持向上が達成された

かを評価する（数値的な比較が可能な項目については、定量的に評価する。）。併せて、経

費削減が達成されたかを確認する。 

（３）調査項目 

① ２（３）①から③までの項目 

② 実施経費（実際に本業務に要した経費） 

（４）総務省は、必要に応じ、民間事業者及び調査客体から直接意見の聴取等を行うことができ

るものとする。 

（５）実施状況等の報告 

総務省は、（１）の評価を行うために本業務の実施状況等を総務大臣及び官民競争入札等

監理委員会へ報告するものとする。 

なお、総務省は、本業務の実施状況等を報告するに当たり、外部有識者の意見を聴くもの

とする。 

 

12 その他実施に関し必要な事項 

（１）会計検査について 

民間事業者は、会計検査院法（昭和22年法律第73号）第23条第１項第７号に規定する者に

該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同

院の実地の検査を受けたり、同院から資料・報告等の提出を求められたり、質問を受けたり

することがある。 

（２）統計法令の遵守 

本業務の実施に関し、民間事業者は、統計法（平成19年法律第53号）その他関係法令を遵

守するものとする。特に、統計法は第41条において、同条に定める業務に関して知り得た個

人又は法人その他の団体の秘密は漏らしてはならないと定めており、民間事業者はそのため

の措置を講ずること。 

（３）法第25条第２項の規定により、本業務に従事する者は、刑法（明治40年法律第45号）その

他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。 

（４）次の①及び②のいずれかに該当する者は、法第55条の規定により、30万円以下の罰金に処

されることとなる。 
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① ９（１）による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は９（２）による調査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

② 正当な理由なく、９（３）による指示に違反した者 

（５）法人の代表者又は法人若しくは法人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人

の業務に関し、上記（４）の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰す

るほか、その法人又は人に対して上記（４）の刑を科すこととなる。 

（６）実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告 

総務省は、民間事業者に対する会計法（昭和22年法律第35号）その他関係法令に基づく監

督・検査の状況について、業務終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法

第26条及び第27条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置

の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。 

（７）総務省の監督体制 

① 本契約に係る監督は、次の総務省職員が、立会い、指示その他の適切な方法によって行う

ものとする。 

監督職員：総務省統計局統計調査部経済統計課企画第一係長 

検査職員：総務省統計局統計調査部経済統計課課長補佐（企画第一担当） 

② 本業務の実施状況に係る監督は、９（２）により行うこととする。 

（８）民間競争入札落札者決定等に関する審査会の開催 

総務省は、民間競争入札落札者決定のための評価、業務実施状況の評価等を行うに当たり

専門技術的知見を得るために、総務省及び外部有識者を構成員とする審査会を開催すること

とする。 

25




